
地方税法改正に伴う平成３１年度市民税・県民税改正の概要

※　合計所得金額とは、損益通算後、純損失・雑損失などの繰越控除をする前の総所得、山林所得、退職所得、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の
合計のことです。

※　配偶者控除について、配偶者の要件は、従来通り合計所得金額３８０，０００円以下であり、変更はありません。

老人の配偶者 ３８０，０００円

９，０００，０００円
以下

９，０００，００１円～
９，５００，０００円

一般の配偶者

老人の配偶者（※）

納税者本人の
合計所得金額
制限なし

３３０，０００円

３８０，０００円

配偶者の
合計所得金額

３８０，０００円以下 ９，５００，００１円～
１０，０００，０００円

１０，０００，００１円～

配偶者の
合計所得金額

３８０，０００円以下

一般の配偶者

※　課税年度の前年１２月３１日時点で７０歳
以上の配偶者が対象

納税者本人の
合計所得金額

２２０，０００円

２６０，０００円

１１０，０００円

１３０，０００円
０円

３３０，０００円

９，０００，００１円～
９，５００，０００円

９，５００，００１円～
１０，０００，０００円

１０，０００，００１円～

３８０，００１円～
４４９，９９９円

３３０，０００円
３８０，００１円～
９００，０００円

３３０，０００円 ２２０，０００円 １１０，０００円

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の
合計所得金額

～１０，０００，０００円

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の
合計所得金額

９，０００，０００円
以下

０円

０円

４５０，０００円～
４９９，９９９円

３１０，０００円
９００，００１円～
９５０，０００円

３１０，０００円 ２１０，０００円

３０，０００円

０円７６０，０００円～

２６０，０００円

２１０，０００円

１６０，０００円

１１０，０００円

６０，０００円

５００，０００円～
５４９，９９９円

５５０，０００円～
５９９，９９９円

６００，０００円～
６４９，９９９円

６５０，０００円～
６９９，９９９円

７００，０００円～
７４９，９９９円

７５０，０００円～
７５９，９９９円

０円

２６０，０００円

２１０，０００円

１６０，０００円

１１０，０００円

６０，０００円

３０，０００円

１４０，０００円

１１０，０００円

８０，０００円

４０，０００円

２０，０００円 １０，０００円

１１０，０００円

１，２３０，００１円～

９５０，００１円～
１，０００，０００円

１，０００，００１円～
１，０５０，０００円

１，０５０，００１円～
１，１００，０００円

１，１００，００１円～
１，１５０，０００円

１，１５０，００１円～
１，２００，０００円

１，２００，００１円～
１，２３０，０００円

９０，０００円

７０，０００円

６０，０００円

４０，０００円

２０，０００円

０円

１８０，０００円

改正前 改正後

配偶者控除

配偶者特別控除


